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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下プレートと、
前記下プレート上に設けられた下フレームと、
前記下フレームに設けられた支柱と、
前記支柱を介して、前記下フレームと接合された上フレームと、
前記上フレーム上に接合された上プレートと、
を具備し、
前記下フレームは、前記支柱との接合部の厚さが、他の部分の厚さよりも厚く、
前記支柱と前記下フレームとの接合部は、前記下フレームを挟み込むように固定具で固定
され、
前記第支柱と前記上フレームとの接合部は、前記上フレームを挟み込むように固定具で固
定されることを特徴とするフリーアクセスフロア用架台。
【請求項２】
前記下フレームの前記支柱との前記接合部には、補強板が設けられることで、前記接合部
の厚さが厚いことを特徴とする請求項１記載のフリーアクセスフロア用架台。
【請求項３】
前記固定具は、ボルト及びナットであることを特徴とする請求項１または請求項２記載の
フリーアクセスフロア用架台。
【請求項４】
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前記下フレームと前記上フレームと前記支柱とで囲まれた部分の略対角線に、補強部材が
設けられることを特徴とする請求項１から請求項３いずれかに記載のフリーアクセスフロ
ア用架台。
【請求項５】
前記下フレーム及び／または前記上フレームには、リブが設けられることを特徴とする請
求項１から請求項４いずれかに記載のフリーアクセスフロア用架台。
【請求項６】
前記下プレートの四隅には切欠きがあることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれ
かに記載のフリーアクセスフロア用架台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、フリーアクセスフロアに使用され、上部に設備等を設置可能であり、床部から
の振動の増幅を抑えて、上部に設置された設備に増幅された振動を伝達することがない高
い剛性を有するフリーアクセスフロア用架台に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、フリーアクセスフロアを構成するフロアパネルは、支持体の上に配置され、フロア
パネル下には空間が形成される。この床下は、配線等を配置したり空気を流したりするた
めに用いられ、作業性等を考慮して、フロアパネルは軽量なものが使用される。
【０００３】
しかし、フリーアクセスフロアに設備等の重量物を設置する場合は、フロアパネルおよび
支持体にはある程度の強度が要求される。特に、半導体基盤などの製造設備は振動に弱く
、フロアパネル及び支持体の剛性が不足すると、床面の振動を支持体等が増幅してしまい
、大きな振動を設備に伝達する。
【０００４】
このため、半導体基盤製造設備等の振動を嫌う重量物である設備をフリーアクセスフロア
に設置する場合には、予め設備の設置位置にコンクリートを打設して設備設置部を設けた
り、または、強固な鉄骨構造により補強を行う必要がある。しかし、クリーンルーム内で
のコンクリートの打設や溶接作業は困難であり、レイアウト変更などによる設備の移設や
増設が困難である。
【０００５】
このような強度を考慮したフロアパネルとしては、連続した凹凸形状背面に設けたフリー
アクセスフロア用パネルがある（特許文献１）。
【０００６】
また、壁面近傍にボーダーパネル支持客および支持ビームを設けて、壁面近傍の設置強度
を高めたフリーアクセスフロアがある（特許文献２）。
【特許文献１】特開平１１－６２７６号公報
【特許文献２】特開平５－１１８１２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかし、特許文献１に記載のフリーアクセスフロア用パネルでは、パネル自体の強度向上
に限界があり、また、パネルを支える支持体についても強度向上を図る必要があるが、支
持体の強度の向上については考慮されていないため、パネル上への重量物の設置には限界
があるという問題がある。
【０００８】
また、特許文献２に記載のフリーアクセスフロアは、壁面近傍での支持体の強度を向上さ
せたものであるが、部屋の中央部での支持体の強度向上方法については、支持体下部の固
定板と床部との接着面積を向上する旨のみが記載されており、上部からの重量物を支持し
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、高い剛性を有するための具体的な支持体構造については記載が無く、特許文献１と同様
にパネル上への重量物の設置には限界があるという問題がある。
【０００９】
このため、特許文献１及び特許文献２のいずれに記載のパネル及び支持体でも、設備を設
置するための強度を十分に確保することが困難であるとともに、床面からの振動を増幅す
ることがないような高い剛性を確保することは困難であるという問題がある。
【００１０】
本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、床からの振動を増幅することなく、
上部に重量のある設備を設置することが可能であり、設置及び施工が容易なフリーアクセ
スフロア用架台を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
前述した目的を達成するため、本発明は、下プレートと、前記下プレート上に設けられた
下フレームと、前記下フレームに設けられた支柱と、前記支柱を介して、前記下フレーム
と接合された上フレームと、前記上フレーム上に接合された上プレートと、を具備し、前
記下フレームは、前記支柱との接合部の厚さが、他の部分の厚さよりも厚く、前記支柱と
前記下フレームとの接合部は、前記下フレームを挟み込むように固定具で固定され、前記
第支柱と前記上フレームとの接合部は、前記上フレームを挟み込むように固定具で固定さ
れることを特徴とするフリーアクセスフロア用架台である。
【００１２】
前記下フレームの前記支柱との前記接合部には、補強板が設けられることで、前記接合部
の厚さが厚くてもよく、また、前記固定具は、ボルト及びナットであってもよい。
【００１３】
前記下フレームと前記上フレームと前記支柱とで囲まれた部分の略対角線に、補強部材が
設けられてもよく、前記下フレーム及び／または前記上フレームには、リブが設けられて
もよい。また、前記下プレートの四隅には切欠きがあってもよい。
【００１４】
本発明によれば、フリーアクセスフロア用架台が、下フレームと支柱との接合部及び、上
フレームと支柱との接合部が、ナットで挟み込むように接合されることで、下フレーム、
上フレーム及び支柱が強固に接合されるため、床からの振動に対する架台の剛性が向上す
る。また、上フレームと下フレームと支柱により形成される矩形部の略対角線上に補強部
材が設けられるため、横方向の振動に対して高い剛性を有する架台を得ることができる。
更に下フレーム及び上フレームにはリブが設けられることで、フレームは高い強度を有す
るため、変形が抑制され、床からの振動を増幅することがない。また、下プレートの四隅
が切り欠かれているため、既設の支持体と緩衝することがなく、設備の移設や増設等が容
易なフリーアクセスフロア用架台を得ることができる。
【発明の効果】
【００１５】
本発明によれば、床部からの振動の増幅を抑えて、上部に設置された設備に増幅された振
動を伝達することがない高い剛性（特に水平方向の振動に対して高い剛性）を有するため
、上部に重量があり、かつ、振動を嫌う設備等を設置可能であり、設置及び施工が容易な
フリーアクセスフロア用架台を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
以下、本発明の実施の形態にかかる架台１について説明する。図１は、第１の実施の形態
にかかる架台１を示す分解斜視図であり、図２は、架台１の組立斜視図、図３は架台１の
正面図である。
【００１７】
架台１は、主に下プレート３、下フレーム９、支柱２３、上フレーム２７、上プレート３
５、及びターンバックル４３等により構成される。下プレート３は、架台１を床上に設置
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する際に、床と接着される部位である。
【００１８】
下プレート３は例えば鋼製の板状部材であり、架台１の４隅に該当する部分に切り欠き部
７が設けられる。切り欠き部７は、架台１を設置する際に、フリーアクセス用フロアパネ
ル設置用の支持体との干渉を防ぐためのものである。すなわち、架台１は、既設の支持体
の脚部と干渉することなく設置することができる。
【００１９】
下プレート３には、複数の接続材５が略垂直方向に設けられる。接続材５と下プレート３
との接合は、例えば溶接により行われる。接続材５は、鋼製の柱状部材であり、上部には
図示を省略したボルト穴が設けられる。接続材５は上方からの力を均等に受けることがで
きるように、下プレート３の各辺近傍にそれぞれ２本ずつ、合計８本設けられる。
【００２０】
なお、接続材５の本数及び設置位置は、後述する下フレーム９との接合を確実に行うこと
ができれば良く、上述した、架台１の形態には限られない。しかし、高い剛性を確実に得
るためには、架台１を上方から見たとときに、接続材５の配置が架台１の中心を基準とし
て対称位置であると、荷重バランスに優れるため望ましい。
【００２１】
接続材５の上方には下フレーム９が設けられる。下フレーム９は、中央に穴を有する鋼製
の矩形形状の部材である。下フレーム９には、架台１の使用状況に応じて複数のリブ１１
が設けられる。リブ１１は、下フレーム９に溶接で接合されてもよく、または、鋳造によ
り下フレーム９とリブ１１を一体で成形しても良い。リブ１１は、下フレーム９のたわみ
、ねじれまたは変形等を防止するためのものであり、架台１に要求される剛性を得るため
に設けられる。リブ１１は、他の構成部材との接続部を除き、下フレーム９の縦及び横方
向のそれぞれに向けて配置される。なお、下フレーム９の４隅は、既設の支持体等と干渉
することを防ぐため、斜めにカットされる。
【００２２】
下フレーム９には、穴１５ａ、及び穴１７ａが設けられる。穴１７ａは、接続材５との接
続部である。また、穴１５ａは、後述する支柱２３との接合部である。すなわち、穴１７
ａは、下プレート３上に下フレーム９を設置した際に、接続材５の設置位置に設けられる
。
【００２３】
下フレーム９の穴１５ａ、１７ａ設置部には、補強板１３が設けられる。補強板１３は、
鋼製の板状部材であり、穴１５ａ、１７ａに対応した位置に、穴１５ｂ、１７ｂが設けら
れる。補強板１３の穴１７ｂ、下フレーム９の穴１７ａを貫通して設けられるボルト１９
は、接続材５と接合される。すなわち、下プレート３と下フレーム９と補強板１３とが接
合され固定される。
【００２４】
なお、補強板１３と下フレーム９とは、予め溶接等により接合しても良く、また、下フレ
ーム９の穴１５ａ、１７ａ近傍の板厚を補強板１３に対応する分だけ厚く成形することが
できれば、補強板１３は不要である。
【００２５】
下フレーム９及び補強板１３上には支柱２３が設けられる。支柱２３は、鋼製部材であり
、両端にボルト部２５ａ、２５ｂが設けられる。支柱２３の下方のボルト部２５ａは、補
強板１３の穴１５ｂ及び下フレーム９の穴１５ａを貫通し、ナット２１ａ、２１ｂで固定
される。すなわち、ナット２１ａ、２１ｂが、下フレーム９及び補強板１３を上下方向両
側より挟みこむように設けられ、支柱２３が下フレーム９及び補強板１３に固定される。
【００２６】
支柱２３が一対のナット２１ａ、２１ｂにより下フレーム９及び補強板１３を挟み込むよ
うに固定されるため、支柱２３と下フレーム９との接合部のすべりやずれが生じることが
無く、高い剛性を得ることができる。なお、支柱２３は、下フレーム９の４辺近傍に各２
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箇所の計８本設けられるが、支柱２３の設置本数及び設置位置については、架台１の使用
状況に応じて適宜設定することができる。
【００２７】
支柱２３の上方には、上フレーム２７が設けられる。上フレーム２７は、中央に穴を有す
る矩形形状の部材である。上フレーム２７には、架台１の使用状況に応じてリブ２９が設
けられる。リブ２９は、上フレーム２７に溶接で接合されてもよく、または、鋳造により
上フレーム２７とリブ２９とを一体で成形しても良い。リブ２９は、上フレーム２７のた
わみ、ねじれまたは変形等を防止するためのものであり、架台１に要求される剛性を得る
ために設けられる。リブ２９は、上フレーム２７の縦及び横方向それぞれに設けられ、必
要に応じて斜め方向にも設けられる。
【００２８】
上フレーム２７には、穴３１及びボルト穴３３が設けられる。穴３１は支柱２３のボルト
部２５ｂとの接合部である。支柱２３のボルト部２５ｂが穴３１を貫通し、ナット２１ｃ
、２１ｄにより固定される。すなわち、ナット２１ｃ、２１ｄが、上フレーム２７を上下
方向から挟みこむように設けられ、上フレーム２７が支柱２３に固定される。このため、
支柱２３と上フレーム２７との接合部におけるすべりやずれが生じることが無い。
【００２９】
なお、上フレーム２７の４隅は、斜めにカットされる。フロアパネルを支える既設の支持
体等との干渉を防ぐためである。すなわち、架台１は、既設の支持体等が設置された部位
においても、支持体等と干渉することなく設置することができる。
【００３０】
上フレーム２７上には、上プレート３５が設けられる。上プレート３５は鋼製の板状部材
であり、上部に設備等が設置される部位である。上プレート３５には接続材３９が設けら
れる。接続材３９は、中央に穴が設けられた中空の柱状部材であり、上フレーム２７と上
プレート３５を接続する部材である。接続材３９は、溶接等により予め上プレート３５に
接合しておいても良く、又は、別部材であっても良い。
【００３１】
接続材３９の設置位置は、上フレーム２７のボルト穴３３に対応する位置である。また、
上プレート３５の接続材３９の設置位置には、穴４１が設けられる。ボルト３７は、穴４
１及び接続材３９の中空部を貫通し、上フレーム２７のボルト穴３３に固定される。なお
、図示は省略するが、上プレート３５の穴４１は、ボルト３７の頭部が収まるよう段付形
状となっており、ボルト３７で上プレート３５と上フレーム２７とを固定した際に、ボル
ト３７が上プレート３５の面上に突出することはない。
【００３２】
上フレーム２７と下フレーム９とは、更にターンバックル４３により接合される。ターン
バックル４３は、上フレーム２７、下フレーム９及び支柱２３とで形成される矩形部のほ
ぼ対角線上に斜めに設けられ、ボルト４５によって、上フレーム２７及び下フレーム９に
接合される。
【００３３】
ターンバックル４３は、架台１の水平方向の振動を抑えるために有効であり、架台１の剛
性を高めるものである。なお、ターンバックル４３に代えて、その他の補強部材を上フレ
ーム２７と下フレーム９との間に斜め方向に設けることもできる。また、ターンバックル
４３がなくても十分に必要な剛性が確保されるのであれば、必ずしもターンバックル４３
は必要ではない。
【００３４】
図４は、フロアパネル４７が複数配置されたフロアの、設備設置部位４９に該当する位置
に架台１を設置した状態を示す平面図である。架台１の上面は、フロアパネル４７と同じ
サイズである。すなわち、上プレート３５はフロアパネル４７と同じサイズである。
【００３５】
フリーアクセスフロア上に設備設置部位４９が決定されると、設備設置部位４９に該当す
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るフロアパネル４７が取り外され、代わりに架台１が設置される。架台１は、上部に設置
される設備の大きさによって、１台のみで使用しても良く、または、図４に示すように縦
横２台としてもよい。設備の大きさ及び設備設置部位４９に応じて、架台１の設置台数を
決定すれば良く、架台１設置部位のフロアパネル４７と入れ替えればよい。なお、架台１
の設置は、例えば下プレート３と床部とを接着剤等で接着すればよい。
【００３６】
フロアパネル４７のそれぞれの角の合流部には、通常、支持体が設置されており、フロア
パネル４７は支持体上に配置される。架台１は下プレート３の４隅に切り欠きがあるため
、既設の支持体の脚部と干渉することが無い。また、下フレーム９、上フレーム２７の４
隅も、斜めにカットされて切り欠き部が設けられているため、支持体と干渉することがな
い。このため、支持体を設置した状態で、架台１を設置することができる。
【００３７】
図５は、従来のフリーアクセスフロアと架台１の振動レベルを比較した図である。縦軸は
振動レベルを表し、高いほど大きな振動レベルである。また横軸は周波数である。
【００３８】
従来のフリーアクセスフロアの振動レベルとは、通常のフロアパネルを支持体上に配置し
た状態での振動レベルである。床に所定の振動を与えると、床の振動に応じて、支持体及
びフロアパネルが振動する。この際、支持体及びフロアパネルの剛性が低いと、振動が増
幅されて伝達される。すなわち、床からの振動を増幅してフロアパネル上の設備等へ伝達
する。
【００３９】
図５から明らかなように、従来のフリーアクセスフロアの振動レベルは、測定した全ての
周波数範囲で架台1の振動レベルを超えており、特に２０Ｈｚ以下では、その差が顕著で
ある。すなわち、通常のフリーアクセスフロアでは、振動が増幅されている。
【００４０】
一方、架台１は、高い剛性を有するため、振動の増幅が抑えられる。図５に示すように、
架台１の振動レベルは、従来のフリーアクセスフロアに比べて明らかに抑えられており、
特に、半導体製造設備等に対して悪影響を与える周波数帯は、５０Ｈｚ以下の領域では、
従来のフリーアクセスフロアの振動レベルに対して、架台１の振動レベルは著しく低く、
このため、床からの振動の増幅抑制効果が高いことが分かる。
【００４１】
このように、本実施の形態にかかる架台１によれば、高い剛性（特に水平方向の剛性）を
有するため、床からの振動を増幅することがなく、このため、上部に重量があり、振動に
弱い設備等を設置しても、床からの振動を増幅して伝達することが無い。
【００４２】
特に、支柱２３と下フレーム９及び補強板１３との接合部がナット２１ａ、２１ｂで上下
方向から挟み込むように固定され、また、同様に、支柱２３と上フレーム２７との接合部
がナット２１ｃ、２１ｄで上下方向から挟み込むように固定されるため、支柱２３と、下
フレーム９及び上フレーム２７とのずれやすべりが無く、高い剛性を得ることができる。
【００４３】
さらに、下フレーム９と支柱２３及び接合剤５との接合部には補強板１３が設けられるた
め、下フレーム９の接合部の強度が向上し、架台１の剛性を向上することができる。また
、下フレーム９及び上フレーム２７にはそれぞれリブ１１及びリブ２９が設けられるため
、下フレーム９及び上フレーム２７が変形等することがない。
【００４４】
また、上フレーム２７と下フレーム９と支柱２３とで形成される矩形部の略対角線上には
ターンバックル４３が設けられるため、架台１は水平方向の振動に対して高い剛性を得る
ことができる。
【００４５】
また、下プレート３の４隅が切り欠かれているため、既設の支持体等の脚部と干渉するこ
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とが無く、設備の移設や増設時に、既設のフロアパネル４７に代えて架台１を設置するこ
とが可能である。特に、架台１は各部材の組立及び解体が容易であるため、クリーンルー
ム内での溶接作業等を行うことなく、また、特殊なクレーン等の設備を必要としなくても
、現場で容易に設置作業を行なうことができる。
【００４６】
また、上方からの荷重を支柱２３が受けるため、支柱２３の本数等を適宜変更することで
、所望の強度を有する架台を得ることができ、重量のある設備を設置可能な架台を提供す
ることができる。
【００４７】
次に、第２の実施の形態にかかる架台５０について説明する。図６から図８は、架台５０
を示す図で、図６は架台５０の分解斜視図、図７は架台５０の組立斜視図、図８は架台５
０の正面図である。なお、架台５０において、図１～図３に示す架台１と同一の機能を果
たす構成要素には、図１～図３と同一番号を付す。架台５０は、主に下プレート３、下フ
レーム９、棒ボルト２６、丸パイプ２４、上フレーム２７、上プレート３５、及びターン
バックル４３等により構成される。
【００４８】
下プレート３は、架台５０を床上に設置する際に、床と接着される部位である。下プレー
ト３は鋼製の板状部材であり、架台５０の４隅に該当する部分に切り欠き部７が設けられ
る。切り欠き部７は、架台５０を設置する際に、フリーアクセス用フロアパネル設置用の
支持体との干渉を防ぐためのものである。すなわち、架台５０は、既設の支持体の脚部と
干渉することなく設置することができる。
【００４９】
下プレート３には、複数のナット６が設けられる。ナット６と下プレート３との接合は、
例えば溶接により行われる。ナット６は後述する棒ボルト８が接合される部位であり、上
方からの力を均等に受けることができるように、下プレート３の各辺にそれぞれ２個ずつ
、合計８個設けられる。
【００５０】
なお、ナット６の個数及び設置位置は、後述する下フレーム９との接合を確実に行うこと
ができれば良く、上述した、架台５０の形態には限られない。しかし、高い剛性を確実に
得るためには、架台５０を上方から見たとときに、ナット６の配置が架台５０の中心を基
準として対称位置であると、荷重バランスに優れるため望ましい。
【００５１】
下プレート３には、複数のボルト穴４が設けられる。ボルト穴４は下プレート３の中心を
基準として、同心円上に一定間隔で４箇所設けられる。ボルト穴４には、図示を省略した
ボルトが設けられる。
【００５２】
図９は、ボルト穴４近傍の下プレート３の拡大断面図である。下プレート３と床５３とは
、接着剤５７により接着される。また、ボルト穴４下の下プレート３と床５３との間には
当て板としてプレート５５が設けられる。下プレート３に設けられたボルト穴４には、ボ
ルト５１が設けられる。
【００５３】
ボルト５１を回転すると、ボルト５１の先端がプレート５５に突き当たり、下プレート３
と床５３（プレート５５）との隙間が変化する。下プレート３に設けられたそれぞれのボ
ルト穴４について、それぞれのボルト５１の高さ調整することで、下プレート３の水平度
の調整を行なうことができる。すなわち、水平調整機構であるボルト穴４及びボルト５１
等によって架台５０の水平レベルを調整することができる。
【００５４】
ナット６には、接続材としての棒ボルト８が設けられる。棒ボルト８はナット６と螺合し
て固定される。
【００５５】



(8) JP 5042811 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

棒ボルト８の上方には下フレーム９が設けられる。下フレーム９は、中央に穴を有する鋼
製の矩形形状の部材であり、下フレーム９には、複数のリブ１１が設けられる。リブ１１
は、下フレーム９に溶接で接合されてもよく、または、鋳造により下フレーム９とリブ１
１とを一体で成形しても良い。リブ１１は、下フレーム９のたわみ、ねじれまたは変形等
を防止するためのものであり、架台５０に要求される剛性を得るために設けられる。リブ
１１は、他の構成部材との接続部を除き、下フレーム９の縦及び横方向のそれぞれに向け
て配置される。なお、下フレーム９の４隅は、既設の支持体等と干渉することを防ぐため
、斜めにカットされる。
【００５６】
下フレーム９には、穴１５ａ、及び穴１７ａが設けられる。穴１７ａは、棒ボルト８との
接続部である。また、穴１５ａは、後述する棒ボルト２６との接合部である。すなわち、
穴１７ａは、下プレート３上に下フレーム９を設置した際に、棒ボルト８の設置位置に設
けられる。
【００５７】
下フレーム９の穴１５ａ、１７ａ設置部には、補強板１３が設けられる。補強板１３は、
鋼製の板状部材であり、穴１５ａ、１７ａに対応した位置に、穴１５ｂ、１７ｂが設けら
れる。棒ボルト８は、補強板１３の穴１７ｂ、下フレーム９の穴１７ａを貫通し、ナット
１８ａ、１８ｂで固定される。すなわち、下フレーム９と補強板１３とを上下方向よりナ
ット１８ａ、１８ｂで挟み込むように、棒ボルト８と下フレーム９及び補強板１３とが接
合され固定される。
【００５８】
ナット１８ａ、１８ｂは、容易に棒ボルト８に対して締め付けることも緩めることもでき
る。下フレーム９は、ナット１８ａ、１８ｂの位置に応じて棒ボルト８と固定されるため
、ナット１８ａ、１８ｂの位置を調整し、棒ボルト８と下フレーム９との固定位置を変更
すれば、下フレーム９の高さを容易に調整することができる。すなわち、架台５０の高さ
を調整することができる。
【００５９】
なお、補強板１３と下フレーム９とは、予め溶接等により接合しても良く、また、下フレ
ーム９の穴１５ａ、１７ａ近傍の板厚を補強板１３に対応する分だけ厚く成形することが
できれば、補強板１３は不要である。
【００６０】
下フレーム９及び補強板１３上には、支柱としての棒ボルト２６および丸パイプ２４が設
けられる。棒ボルト２６は鋼製の丸パイプ２４内に挿入される。棒ボルト２６の下方のボ
ルト部は、補強板１３の穴１５ｂ及び下フレーム９の穴１５ａを貫通し、ナット２１ａ、
２１ｂで固定される。すなわち、ナット２１ａ、２１ｂが、下フレーム９及び補強板１３
を上下方向両側より挟みこむように設けられ、棒ボルト２６が下フレーム９及び補強板１
３に固定される。
【００６１】
棒ボルト２６が一対のナット２１ａ、２１ｂにより下フレーム９及び補強板１３を挟み込
むように固定されるため、棒ボルト２６と下フレーム９との接合部のすべりやずれが生じ
ることが無く、高い剛性を得ることができる。なお、棒ボルト２６は、下フレーム９の４
辺近傍に各２箇所の計８本設けられるが、棒ボルト２６の設置本数及び設置位置について
は、架台５０の使用状況に応じて適宜設定することができる。
【００６２】
棒ボルト２６の上方には、上フレーム２７が設けられる。上フレーム２７は、中央に穴を
有する鋼製の矩形形状の部材である。上フレーム２７にはリブ２９が設けられる。リブ２
９は、上フレーム２７に溶接で接合されてもよく、または、鋳造により上フレーム２７に
リブ２９を一体で設けても良い。リブ２９は、上フレーム２７のたわみ、ねじれまたは変
形等を防止するためのものであり、架台５０に要求される剛性を得るために設けられる。
リブ２９は、上フレーム２７の縦及び横方向それぞれに設けられ、必要に応じて斜め方向
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にも設けられる。
【００６３】
上フレーム２７には、穴３１及びボルト穴３３が設けられる。また、上フレーム２７の側
面には連結穴２８が設けられる。穴３１は棒ボルト２６の上方のボルト部との接合部であ
る。棒ボルト２６が穴３１を貫通し、ナット２１ｃ、２１ｄにより上フレーム２７へ固定
される。すなわち、ナット２１ｃ、２１ｄが、上フレーム２７を上下方向から挟みこむよ
うに設けられ、棒ボルト２６が上フレーム２７に固定される。このため、棒ボルト２６と
上フレーム２７との接合部におけるすべりやずれが生じることが無い。
【００６４】
また、上フレーム２７と下フレーム９とを接合する棒ボルト２６は、丸パイプ２４内に挿
入されるため、上方からの荷重に対して、丸パイプ２４が荷重を受け持つことができる。
このため、丸パイプ２４及び棒ボルト２６を支柱とする架台５０は、高い耐荷重性能を有
し、重量のある設備を上部に設置することが可能である。
【００６５】
連結穴２８は、ボルト等で隣接する架台５０同士を連結することができる。前述の通り、
架台５０は、上部に設置する設備の大きさや位置に応じて、複数台の架台５０を設置する
場合があるが、この場合に、隣接する架台５０同士を連結することで、より高い剛性を得
ることができる。
【００６６】
なお、上フレーム２７の４隅は斜めにカットされる。フロアパネルを支える既設の支持体
等との干渉を防ぐためである。すなわち、架台５０は、既設の支持体等が設置された部位
においても、支持体等と干渉することなく設置することができる。
【００６７】
上フレーム２７上には、上プレート３５が設けられる。上プレート３５は鋼製の板状部材
であり、上部に設備等が設置される部位である。上プレート３５には接続材３９が設けら
れる。接続材３９は、中央に穴が設けられた中空の柱状部材であり、上フレーム２７と上
プレート３５を接続する部材である。接続材３９は、溶接等により予め上プレート３５に
接合しておいても良く、又は、別部材であっても良い。
【００６８】
上プレート３５には、角パイプ３６が設けられる。角パイプ３６は上プレート３５のたわ
みや変形を防止するためのものである。角パイプ３６は、上プレート３５に予め溶接等に
よって接合される。角パイプ３６は、既設の支持体等と干渉しないように、上プレート３
５の４隅は避けて配置される。なお、角パイプ３６の上述の効果を効率よく得るためには
、角パイプ３６を上プレート３５の対角線上に設けることが望ましい。また、角パイプ３
６に代えて、上プレート３５にリブを設けることもできる。この場合、上プレート３５に
リブを溶接により設けても良く、または、鋳造により、上プレート３５とリブを一体で成
形しても良い。
【００６９】
接続材３９の設置位置は、角パイプ３６の設置部位を除き、上フレーム２７のボルト穴３
３に対応する位置である。また、上プレート３５への接続材３９の設置位置には、穴４１
が設けられる。ボルト３７は、穴４１及び接続材３９の中空部を貫通し、上フレーム２７
のボルト穴３３に固定される。なお、図示は省略するが、上プレート３５の穴４１は、ボ
ルト３７の頭部が収まるよう段付形状となっており、ボルト３７で上プレート３５と上フ
レーム２７とを固定した際に、ボルト３７が上プレート３５の面上に突出することはない
。
【００７０】
上フレーム２７と下フレーム９とは、更にターンバックル４３により接合される。ターン
バックル４３は、上フレーム２７、下フレーム９及び棒ボルト２６（丸パイプ２４）とで
形成される矩形部のほぼ対角線上に斜めに設けられ、ボルト４５によって、上フレーム２
７及び下フレーム９に接合される。



(10) JP 5042811 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

【００７１】
ターンバックル４３は、架台５０の水平方向の振動の増幅を抑えるためのものであり、架
台５０の剛性を高める。なお、ターンバックル４３に代えて、その他の補強部材を上フレ
ーム２７と下フレーム９との間に斜め方向に設けることもできる。
【００７２】
第２の実施の形態にかかる架台５０によれば、第１の実施の形態と同様の効果を得ること
ができる。さらに、下プレート３、下フレーム９、棒ボルト２６、上フレーム２７及び上
プレート３５の各構成部材がボルト及びナットで接続されるため、組立および解体が容易
なフリーアクセスフロア用架台を得ることができる。また、下プレート３に設けられたボ
ルト穴４にボルト５１をねじ込むことで、架台５０の水平レベル調整を行うことができる
。また、棒ボルト８とナット１８ａ、１８ｂによって棒ボルト８と下フレーム９との固定
位置が定まるため、容易に架台５０の高さ調整を行うことができる。
【００７３】
また、下フレーム９と上フレーム２７とを接続する支柱として、棒ボルト２６及び丸パイ
プ２４を使用するため、上方からの荷重を丸パイプ２４で受けることができ、大きな耐荷
重性能を有する架台５０を得ることができる。また、上プレート３５には、角パイプ３６
が対角線上に設けられるため、上プレート３５の変形等が抑制される。このため、極めて
大きな荷重に耐えることができる架台を得ることができる。
【００７４】
また、上フレーム２７の側面には連結穴２８が設けられ、隣接する架台５０同士をボルト
等で固定することができるため、固定された複数台の架台５０全体として、より高い剛性
を得ることができる。
【００７５】
以上、添付図を参照しながら、本発明の実施の形態を説明したが、本発明の技術的範囲は
、前述した実施の形態に左右されない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された技
術的思想の範疇内において各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、
それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】架台１の分解斜視図。
【図２】架台１の組み立て斜視図。
【図３】架台１の正面図。
【図４】架台１を設置した状態を示す図。
【図５】架台１と従来のフリーアクセスフロアとの振動レベルの比較。
【図６】架台５０の分解斜視図。
【図７】架台５０の組み立て斜視図。
【図８】架台５０の正面図。
【図９】ボルト穴４近傍の下プレート３断面拡大図。
【符号の説明】
【００７７】
１、５０………架台
３………下プレート
４………ボルト穴
５………接続材
６………ナット
７………切り欠き部
８………棒ボルト
９………下フレーム
１１………リブ
１３………補強板
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１５………穴
１７………穴
１８………ナット
１９………ボルト
２１………ナット
２３………支柱
２４………丸パイプ
２５………ボルト部
２６………棒ボルト
２７………上フレーム
２８………連結穴
２９………リブ
３１………穴
３３………ボルト穴
３５………上プレート
３６………角パイプ
３７………ボルト
３９………接続材
４１………穴
４３………ターンバックル
４５………ボルト
４７………フロアパネル
４９………設備設置部位
５１………ボルト
５３………床
５５………プレート
５７………接着剤
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】

【図９】
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